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本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
の
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
裁
判
官
に
つ
き
、
判
事
の
員
数
を
四
十
二
人
、
判
事
補
の
員
数
を
十
人
増
加
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
中
の
特
例
規
定
に
基
づ
い
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
た
裁
判
官
の
員
数
を
裁
判
所
職

員
定
員
法
中
に
組
み
入
れ
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
判
事
の
員
数
を
千
五
百
十
七
人
に
、
判
事
補
の
員
数
を
八
百
四
十
五
人
に
、

簡
易
裁
判
所
判
事
の
員
数
を
八
百
六
人
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

二
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
十
人
増
加
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
中
の
特
例
規
定
に
基
づ
い
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
た
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
三
百
九
十
人
を
裁
判
所

職
員
定
員
法
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
万
二
千
七
十
三
人
に
改
め
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


